
第13回定例公安委員会開催概要

開催年月日：令和８年４月22日（水）９:30～12:05

出 席 者 ○ 公安委員会…佐藤千鶴子委員長、大森亮一委員、紀惠理子委員
○ 警 察 本 部…警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、

警備部長、情報通信部長、首席監察官、サイバー対策センター長ほか

１ 報告事項
⑴ 第72回栃木県警察剣道大会の実施について

警務部長から、５月28日、ユウケイ武道館において開催する第72回栃木県警察剣道大会について、
実施要領、表彰内容及び一般観覧席の開放等の概要について報告があった。
委員から「術科大会は技能向上、規律保持、士気高揚及び連帯意識の醸成に資する有意義な機会

である。安全管理を徹底し、広報にも努め、盛会となるようお願いしたい。」との意見があった。
⑵ 令和７年度狩猟期間中における指導取締り結果について

生活安全部長から、令和７年11月15日から令和８年２月15日までの狩猟期間中（一部期間は
令和７年11月１日から11月14日まで及び令和８年２月16日から３月15日まで延長）における指導
取締り体制の状況及び違反の検挙状況について報告があった。
委員から「狩猟事故は重大事案につながるおそれがある。狩猟者との連携にも配意しつつ、

銃砲の適正保管及び安全確認の徹底を図り、指導取締りを継続していただきたい。」との意見が
あった。

⑶ 令和８年度安全運転管理者等表彰式の開催について
交通部長から、５月15日、宇都宮市文化会館において、交通事故防止に貢献した安全運転管理者等

を表彰するため開催する令和８年度安全運転管理者等表彰式の概要について報告があった。
委員から「安全運転管理者等は地域の交通安全推進に大きく寄与している。日頃の功績をたたえ、

受賞者が誇りを持てる意義深い表彰式としていただきたい。」との意見があった。
⑷ 自転車等月間の実施について

交通部長から、自転車事故の増加傾向を踏まえた交通事故抑止のため、５月を自転車等月間に
設定したこと並びに推進事項及び取締り強化日等の概要について報告があった。
委員から「自転車ルール改正後の初の月間であり意義は大きい。特に新入学生世代への指導啓発

を強化し、交通ルールの定着に向け粘り強く取り組んでいただきたい。」との意見があった。
⑸ 春の交通安全県民総ぐるみ運動実施結果について

交通部長から、４月６日から４月15日まで実施した春の交通安全県民総ぐるみ運動について、
期間中の交通事故発生状況及び重点推進事項に基づく各種取組の実施結果について報告があった。
委員から「広報啓発及び取締りに取り組んでいるが、事故防止意識の浸透には継続が重要であり、

今後も実効ある対策を粘り強く推進していただきたい。」との意見があった。

２ 個別案件事項
⑴ 警察に対する苦情処理状況（３月中）について

犯罪被害者支援室長から、３月中の警察に対する苦情処理状況について報告を受け、これを
了承した。

⑵ 運転免許取消処分に対する審査請求の裁決案について
訟務管理官から、令和７年11月23日付けで受理した審査請求の裁決案について報告を受け、

審議の上、これを了承した。
⑶ 運転免許取消処分に対する審査請求の裁決案について

訟務管理官から、３月23日付けで受理した審査請求について、審理官を指名し、審理手続を開始
することについて報告を受け、必要な指示をした。

⑷ 運転免許更新処分に対する審査請求の審理官の指名について
訟務管理官から、２月14日付けで受理した審査請求について、審理官を指名し、審理手続を開始
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することについて報告を受け、必要な指示をした。
⑸ 令和８年度栃木県留置施設視察委員の任命及び任命式の挙行について

留置指導管理官から、視察委員４人を６月１日付けで任命し、同月３日に任命式を行うことに
ついて報告を受け、これを了承した。

⑹ 令和７年度会計監査実施結果及び令和８年度会計監査実施計画について
監査官から、令和７年度会計監査の実施結果及び令和８年度会計監査実施計画について報告を

受け、これを了承した。
⑺ 意見の聴取の開催について

交通聴聞官から、本日開催した意見の聴取に係る運転免許取消処分対象者の処分事由及び聴取
結果について報告を受け、審議の上、６人に対する処分を決定した。

⑻ 聴聞の開催について
交通聴聞官から、本日開催した聴聞に係る運転免許取消処分対象者の処分事由及び聴聞結果に

ついて報告を受け、審議の上、６人に対する処分を決定した。
⑼ 弁明の機会の付与の開催について

交通聴聞官から、本日開催した弁明の機会の付与に係る運転免許の事後取消し処分該当者の
処分事由及び弁明内容について報告を受け、審議の上、１人の処分を決定した。

⑽ 意見の聴取、聴聞の日時決定について
交通聴聞官から、５月20日午前８時30分から運転免許取消処分対象者８人に対する意見の聴取

を、同日午前９時00分から同対象者２人に対する聴聞を、いずれも運転免許管理課において開催
することについて報告を受け、これを了承した。

⑾ 公安条例に係る申請の受理について
警備第二課調査官から、４月７日付けで受理した公安条例に係る示威運動許可申請について

報告を受け、これを了承した。
⑿ 警察職員の援助要求について

警備第二課調査官から、警察法第60条第１項の規定に基づき、愛媛県公安委員会から援助要求
を受けたことについて報告を受け、これを了承した。

⒀ 警察職員の援助要求について
警備第二課調査官から、警察法第60条第１項の規定に基づき、青森県公安委員会から援助要求

を受けたことについて報告を受け、これを了承した。
⒁ 苦情申出に対する回答について（案）

公安委員会補佐室員から、１月15日付けで受理した苦情申出に係る調査結果について報告を受け、
審議の上、回答を決定した。

⒂ 苦情申出に対する回答について（案）
公安委員会補佐室員から、１月26日付けで受理した苦情申出に係る調査結果について報告を受け、

審議の上、回答を決定した。


